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規

則

○
東
京
都
心
身
障
害
者
扶
養
年
金
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
に
よ
る
廃
止
前
の
東
京
都

心
身
障
害
者
扶
養
年
金
条
例
施
行
規
則
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規
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…（
福
祉
保
健
局
障
害
者
施
策
推
進
部
計
画
課
）…
�

○
東
京
都
立
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
障
害
者
施
策
推
進
部
施
設
サ
ー
ビ
ス
支
援
課
）…
�

○
東
京
都
立
療
育
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

告

示

○
令
和
二
年
度
東
京
都
補
正
予
算
の
公
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
財
務
局
主
計
部
議
案
課
）…
�

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
多
摩
環
境
事
務
所
環
境
改
善
課
）…
�

規

程
（
交
）

○
東
京
都
交
通
局
発
電
所
公
舎
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

公

告

○
窓
口
事
務
に
係
る
標
準
処
理
期
間
に
関
す
る
要
綱
…（
総
務
局
行
政
改
革
推
進
部
行
政
改
革
課
）…
�

規

則

東
京
都
心
身
障
害
者
扶
養
年
金
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
に
よ
る
廃
止
前
の
東
京
都
心
身
障

害
者
扶
養
年
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
四
十
三
号

東
京
都
心
身
障
害
者
扶
養
年
金
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
に
よ
る
廃
止
前
の
東

京
都
心
身
障
害
者
扶
養
年
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
心
身
障
害
者
扶
養
年
金
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
東
京
都
規
則
第
九

号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
規
則
に
よ
る
廃
止
前
の
東
京

都
心
身
障
害
者
扶
養
年
金
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
東
京
都
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式

（裏面）
及
び
第
四
号
の
二
様
式

（裏面）
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
六
号
様
式
、
第
七
号
様
式
及
び
第
十
四
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
十
六
号
様
式
及
び
第
十
七
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
八
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
十
九
号
様
式
及
び
第
二
十
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

こ

別
記
第
二
十
四
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「禁

錮

」
を
「禁

錮

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
五
号
様
式
及
び
第
二
十
六
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
七
号
様
式
及
び
同
様
式
別
紙
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
心
身
障
害
者
扶
養
年
金
条
例
施
行

規
則
別
記
第
二
号
様
式
、
第
三
号
様
式
、
第
四
号
の
二
様
式
か
ら
第
七
号
様
式
ま
で
、
第
十
四
号
様

式
か
ら
第
二
十
号
様
式
ま
で
及
び
第
二
十
四
号
様
式
か
ら
第
二
十
七
号
様
式
ま
で
に
よ
る
用
紙
で
、

現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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東
京
都
立
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
四
十
四
号

東
京
都
立
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
立
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
東
京
都
規
則
第
百
十
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「㊞
」
を
削
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中
「

印

」
を
「院

長

」
に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中
「

印

」
を
「院

長

」
に
改
め
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
九
号
様
式
中
「申

請
者

住
所

氏
名

㊞

」
を
「申
請
者

住
所

氏
名

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
立
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行

規
則
別
記
第
一
号
様
式
及
び
第
五
号
様
式
か
ら
第
九
号
様
式
ま
で
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る

も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
立
療
育
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
四
十
五
号

東
京
都
立
療
育
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
立
療
育
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
平
成
四
年
東
京
都
規
則
第
百
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中
「

印

」
を
「院

長

」
に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中
「

印

」
を
「院

長

」
に
改
め
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
九
号
様
式
中
「申

請
者

住
所

氏
名

㊞

」
を
「申

請
者

住
所

氏
名

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
立
療
育
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則

別
記
第
五
号
様
式
か
ら
第
九
号
様
式
ま
で
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正

を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
三
号

令
和
三
年
三
月
八
日
東
京
都
議
会
の
議
決
を
得
た
令
和
二
年
度
の
東
京
都
補
正
予
算
を
、
地
方
自
治

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表

す
る
。令

和
三
年
三
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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（第17300号）東 京 都 公 報令和3年3月23日（火曜日）５
◉
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
四
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
羽
村
市
神
明
台

二
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ほ
う
素
及
び
そ
の

化
合
物
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規

程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
二
十
号

東
京
都
交
通
局
発
電
所
公
舎
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

東
京
都
交
通
局
長

内

藤

淳

東
京
都
交
通
局
発
電
所
公
舎
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程

東
京
都
交
通
局
発
電
所
公
舎
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
交
通
局
規
程

第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「第

１
号
様
式

」
を
「別

記

第
１
号
様
式

」
に
、

「職
氏
名
印

」
を
「職

氏
名

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
中
「職

氏
名
印

」
を
「職

氏
名

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

窓
口
事
務
に
係
る
標
準
処
理
期
間
に
関
す
る
要
綱
の

公
告
に
つ
い
て

窓
口
事
務
に
係
る
標
準
処
理
期
間
に
関
す
る
要
綱
（
平
成
六
年
九

月
三
十
日
付
公
告
）
の
一
部
を
改
正
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告

す
る
。令

和
三
年
三
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

別
表
十
三
産
業
労
働
局

２０５
の
項
中
「第

１８条

」
を
「第

１６条
、

第
１８条

」
に
改
め
、
「、

支
庁

」
を
削
り
、
「

５

」
を
「

５
支
庁

２

」
に
改
め
、
同
表
２０６
の
項
中
「、

支

庁

」
を
削
り
、
「

５

」
を
「

５
支
庁

２

」
に
改
め
、
同
表
中
２１８
の
項
か
ら
３５０
の
項
ま
で
を
２２０
の
項
か
ら
３５２

の
項
ま
で
と
し
、
２１７
の
項
を
削
り
、
２１６
の
項
を
２１９
の
項
と
し
、
２１５
の

項
を
２１８
の
項
と
し
、
２１４
の
項
を
２１７
の
項
と
し
、
２１３
の
項
を
削
り
、
２０８

の
項
か
ら
２１２
の
項
ま
で
を
２１２
の
項
か
ら
２１６
の
項
ま
で
と
し
、
同
表
２０７

の
項
中
「、

支
庁

」
を
削
り
、
「

５

」
を
「

５
支
庁

２

」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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